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避難所における新型コロナウイ

ルス感染拡大予防ガイドライン 
 

－本書の趣旨－ 

 本書は愛知県が作成した「避難所における新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン」を基に、本町の実情及び令和 2 年 9 月 19 日に避難所に

おける新型コロナウイルス感染症対策を目的とした「武豊中学校避難所運

営訓練及び検討会」で得た教訓等を踏まえ、「武豊町避難所運営マニュア

ル」に付加等すべき指針として作成しました。 

 なお、武豊町避難所運営マニュアル及び本ガイドラインは、国・県等か

らの新たな知見や災害・訓練の教訓等を踏まえ、今後も継続的に見直す予

定です。 

令和２年１０月 

武 豊 町 
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第１章 新型コロナウイルス感染拡大予防のため

の重視事項 
対象：全住民 

１ 多様な避難形態（分散避難）の検討 

避難所における過密抑制対策として、分散避難を実施していくことは、新型コロナ

ウイルス感染防止の観点から有効な対策です。 

分散避難とは、下記の順番で避難先を検討していきます。 

① 在宅避難：住民がハザードマップで自宅周りの災害リスクを確認し、自宅が安

全であれば自宅に留まる。 

② 縁故避難：自宅にリスクがある場合、安全な「親戚・知人宅」に避難が可能で

あれば避難先とする。 

③ 避難所避難：①②の避難ができない場合は町が指定する避難所へ避難する。 

２ 事前受付による避難者の検温・問診 

避難所への到着時、事前受付を新設し、発熱、咳などの兆候・症状の有無や濃厚接

触者等かどうか検温・問診し、該当者は専用スペースの各受付へ案内します。 

また、避難生活開始後も、定期的に健康状態の確認を実施します。 

３ 手洗い等の適切な感染防止対策の徹底 

避難所全てのスタッフと避難者が適切な感染防止対策を行うことで、感染症伝播を

減らすことができます。 

感染を予防するには手洗いが重要で、石鹸と流水で手を洗うことが最も良い方法で

すが、断水など、水が入手できない場合には、手指消毒薬を使用します。 

また、避難者同士が接触する場合の予防策として、避難所内でのマスクの着用など

の咳エチケットを徹底し、人と人の間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること

を意識して過ごします。 

避難所ではマスク、体温計など、感染症防止対策として有効な備蓄が十分で無い場

合もあることから、非常持ち出し袋にこれらを常備しておき、避難する際には自ら

携行します。 

４ 避難所の衛生環境の確保 

清掃・消毒、ゴミ処理、洗濯などを実施する際、感染症対策として、特に感染性廃

棄物等の対処には、マスク、フェイスシールド（ゴーグル、シュノーケリングマスク

等も可）、使い捨て手袋などを状況に応じて適切に着用します。 

５ 十分な換気の実施、スペースの確保等 

避難所内は十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるよ
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うにします。 

換気は、気候上可能な限りは常時、困難な場合はこまめに実施し、換気の時間はル

ールを決めて行います。 

また避難所内のスペースは努めてパーティション等を使用し、パーティション区画

の広さを調整するとともに、区画間の距離を１ｍ以上あけます。 

６ 発熱者等及び濃厚接触者のための専用スペースの確保 

発熱、咳等の症状がある者、濃厚接触者は可能な限り専用の個室スペースを確保し、

トイレを含め、一般の避難者とは空間（ゾーン）、通路（動線）を分けます。 

新型コロナウイルス感染症の疑いがある人について、それぞれの人権に配慮し、

「感染者を排除するのではなく、感染対策上の対応であること」を、避難者及び運営

スタッフに周知徹底します。 

７ 避難所収容者数制約への対応 

 新型コロナウイルス感染拡大予防として、区画間のスペースを確保する必要性によ

り、各避難所の収容可能人数が制約されることから、先述の分散避難に加え、次項に

ついて取り組みます。 

（１）避難所毎に自主防災会と施設管理者との協議の上、居住スペースの拡大及び車

中泊の活用により、エコノミークラス症候群への対応をしつつ収容可能人数の獲得が

できるよう追求します。 

（２）災害対策本部は、令和２年台風１０号における教訓等に鑑み、各避難所の開設・

混雑状況を適宜町ホームページ、メール、ＳＮＳ及び防災無線等を活用して、住民に

周知・広報することにより、適切な情報に基づく避難を可能にし、避難所収容人数超

過による避難所間の移動の防止に努めます。 

（３）町は平素の段階から、大量の避難者が発生した場合を想定した、他市町村との

相互援助に基づく広域避難等の各種施策を模索します。 
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第２章 事前に準備しておくこと 
対象：避難所担当職員・施設職員・避難所リーダー（住民） 

１ 受付業務処理時間短縮のための準備 

避難所受付の混雑や滞留による感染リスク抑制のため、可能な限り各区で下記様式

を参考に避難者カードを区民に事前取得・記入及び非常持出袋に保管を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所へ避難する際には、避難者は上記様式に事前記入したものを持参（ストラッ

プ付カードケースに入れて）してもらうことで、よりスピーディーな受付業務処理

（受付業務処理時間の検証結果は下表）が可能となります。 

一般受付検証（令和２年９月１９日）於：武豊中学校 

受付条件 業務処理平均時間／人 検証人数 

避難者カード携帯 約３０秒 ７名 

避難者カードなし 約１２０秒 ４名 

２ 必要資機材準備 

避難所の運営に必要な設備、備蓄物資の中で、新たに必要となる感染防止対策資機

材の数、保管要領、使用上の注意（下表実例参照）などを避難所毎で確認し、取得

等を推進します。 
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－令和２年武豊中学校避難所運営訓練での感染症防止対策資機材準備リスト例－ 

 資材 数 保管要領 使用上の注意 

事前・専用受付 

専用スペース 

非接触型体温計 １個／机 電池外して保管 設定内容要確認 

アルコール消毒液 １個／受付 濃度７０-９５％エタノールを使用 

フェイスシールド 

配置人数分 

分解収納 装具を外す際は

装具表面にでき

るだけ触れない

ように配慮 

手袋 使用想定サイズ

(L～LL)を確認 防護服 

マスク 各自 個人管理 

コーン・バー 通行規制分 学校から借用 通行案内図貼付 

集合スペース 大型扇風機（換気） ４個／区 組立状態で保管 周辺の飛散物 

パーティション 避難者分 高さ等を確認 テープ等で固定 

３ 避難所のゾーニング 

（１）避難所全体のゾーニング 

平素の段階から施設管理者と協議し、避難所として利用可能となった場所に基づき、

以下のポイントに注意しながら、当該避難所運営マニュアルにて新型コロナウイル

ス感染症対策に対応したレイアウトをあらかじめ定めます。 
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（２）一般避難者のゾーニング 

新型コロナウイルス感染者の中には、無症状・無自覚の者も存在し得る観点から、

感染リスク局限のため、一般避難者のスペースにおいても下図レイアウト（例）を

参考に、可能な限り本町で保有のパーティション（高さ：一般１ｍ／プライベート

ルーム（Ｐ室）１．８ｍ）を使用し、縦横２ｍ×２ｍ／区画毎設置するとともに、

区画間の距離は１～２ｍ以上空けます。 

区画割り振りの際は、お住まいのコミュニティ、性別、要配慮者の状況などを考慮

した割振りに配慮します。 

避難所管理や個人情報保護の観点から、区画番号（例：○○区一般①）と個人情報

が掌握できる避難者名簿を平素の段階から作成・準備します。 
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（３）濃厚接触者等を受け入れる場所のゾーニング 

発熱や咳などの症状がある者や濃厚接触者等は、可能な限りレイアウト（例）のよ

うに個室対応とします。換気できる部屋であることが必須条件です。 

 

 

 

発熱・咳など症状がある者や濃厚接触者専用室のレイアウト（例） 

 

なお、当該避難所に医療従事者がいない場合で、発熱や咳などの症状がある者や濃

厚接触者等、医療支援を要する避難者を収容した際、速やかに災害対策本部に医療

機関への搬出を依頼できるよう平素の段階から通信手段を確立しておきましょう。 
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第３章 災害発生時の対応 
対象：避難者・施設職員・避難所担当職員 

１ 避難所の開設 

（１）感染症防止対策資機材の設置 

先述のレイアウト（例）を参考に、事前・専用受付用資機材、パーティション及び

換気用の大型扇風機などを設置します。なお、区画毎のパーティション設置をはじめ

とする感染症防止対策資機材の設置を伴った避難所開設に要する人員及び時間は、下

表の検証結果となり、多くの人員と時間を要します。 

開設対象 要員 所要時間 備考 

事前受付（体育館西） ８人 ３０分 防護服やフェイスシー

ルド着用時間含む。 専用受付（２カ所） ８人 ３０分 

一般受付（５カ所） １２人 ３０分 防災倉庫から必要資機

材搬出の所要時間を除

く。 
一般避難所 

体育館（８０区画） ２８人 ４４分 

武道場（２４区画） １８人 ２４分 

 

（２）避難所開設業務 

上表のような避難所開設要員が確保できない場合、一般避難所開設要員は、要配慮

者用のパーティションを設置する以外は、メージャー、養生テープなどでパーティシ

ョン等設置基準位置及び区画番号を明示する作業完了をもって避難所開設とし、一般

避難者に入居時、受付で示された区画番号の設置基準位置へ自身でパーティションを

備え付けの取扱説明書等を参照し、設置させる効率的運営手段を考慮しましょう。 

避難者や運営スタッフのため、専用スペース、通行規制及び各受付等の分かる避難

所案内図（下図例）を用意・掲示しましょう。 
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２ 避難者の受付 

（１）事前受付 

 避難所開設後の事前受付は、事前受付全員のフェイスガード、手袋及び防護服着用

完了後、下図（例）を基準とした人員資機材配置及び手順により実施します。この際、

発熱者等及び濃厚接触者の誘導係は、それぞれの受付まで随行し確実に誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前受付における問診は、事前受付の混雑や滞留による感染リスク抑制のため、愛

知県の「避難所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に示されて

いる「受付時健康状態チェックリスト」を本町の実情に合わせるため、令和２年度武

豊中学校避難所運営訓練及び検討会を通じて作成した「事前受付用紙」により、下表

とおり事前受付時間を短縮した業務が可能となることを確認しました。 

 

問診用紙 
業務処理平均時間 備考 

様式 項目数 

県ガイドライン掲載版 １８ １２０秒以上／人 項目読み上げで約１２０秒 

町作成「事前受付用紙」 ８ 約４０秒／人 事前受付訓練計測結果 
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各避難所においては次表「事前受付用紙」をそれぞれの避難所内の避難スペース等

の実情に合わせ、活用及び使用することにより、感染拡大リスクを抑止した効率的事

前受付を実施します。 

 

 事前受付用紙 
 

 

  
             № A — 

   

                                

 区 名（該当を〇でかこむ） 名前（ひらがなで記入） 

 

 ○○区  △△区  ◇◇区  □□区 

 区未加入 帰宅困難者 
  

                                

  ★ 担当者が、検温、問診をします。 
 

  ★ 次の受付場所を記入してもらい、受け取ります。 

                                

 №    検 温 ・ 問 診 内 容 回 答 判定 

 ① 現在の体温は、３７．５℃以上ある。 
はい ／ いいえ 

（     ）℃ 
B 

 
 ② 新型コロナなどにかかり、自宅待機中である。  はい ／ いいえ Ｄ 

 
③ 家族や周りに、新型コロナなどの感染症の人がいる。  はい ／ いいえ C 

 
④ せきや味覚・臭覚異常がある。  はい ／ いいえ B 

 
⑤ けがの治療が必要である。  はい ／ いいえ Ａ 

 
⑥ みんなとは別の、特別な対応が必要である。  はい ／ いいえ Ａ 

 
⑦ そのほかに、気を付けることがありますか。  はい ／ いいえ Ａ 

 
⑧ ①から⑦まで項目の該当がない  はい ／ いいえ Ａ 

 
      受 付 場 所     

 

（ ）で 

    

       

     もう一度受付を行います。 

 Ａ 〇 〇 区 （例：体育館 北側） 

   △ △ 区 （例：体育館 北側） 

   ◇ ◇ 区 （例：武道場 南側） 

   □ □ 区 （例：武道場 西側） 

   区未加入者 （例：卓球場 武道場２階） 

   帰宅困難者等（例：卓球場 武道場２階）    

 B 発熱者等  （例：北棟 １階 西側） 

 C 濃厚接触者 （例：北棟 １階 東側）  

 D 感染者   （例：屋外 テント） 
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（２）一般受付 

可能であれば避難者カード（Ｐ－３）を活用するとともに、避難者登録票の記入は

避難者が居住区域に入ってから記入する等、受付の混雑や滞留による感染リスクを抑

制します。居住区域の割振りの際は、お住まいのコミュニティ、性別、要配慮者の状

況などを考慮した割振りに配慮します。 

（３）専用スペース受付 

 受付業務そのものは一般受付と概ね変わりませんが、次項を遵守して感染リスクを

抑制します。 

〇受付要員はフェイスシールド、防護服及び手袋を確実に装着した態勢で対応し、こ

れによることができない場面が生起した場合、一時的に受付を閉鎖する。 

〇当該避難所が医療従事者による医療支援を得られない場合、発熱者又は濃厚接触者

等避難者受付完了後、町災害対策本部に医療機関への搬出を要請する。 

〇受付から居住区域へ誘導する間はソーシャルディスタンスを十分確保する。 
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３ 避難所の運営 

 避難所運営上、新型コロナウイルス感染拡大防止のための主な付加業務等は下図の

「感染防止ルール（例）」の徹底及び掲示をするほか、次のとおりです。 

〇避難者の体温測定（朝・昼・夜）と症状のセルフチェックを行い、感染を疑う症状

（下図）の避難者は専用スペースに案内の上、災害対策本部に搬出を要請する。 

〇食事は原則として避難者居住区内で済ませ、食事の手渡し配布は極力避ける。 

〇大型扇風機等を活用し、可能な限り常時避難所内の換気に努める。 

〇感染性廃棄物（主にマスク、ティッシュ、手袋及び発熱者等並びに濃厚接触者から

出たごみ）は一般ごみとは分別し、ゴミ袋は２重にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○○避難所の利用ルール ＜感染症予防＞   

           
                          ○○避難所運営委員会 

 

 避難所を利用する方にお願いです。 

◇新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は「手洗い」や「マスクの 

 着用を含む咳エチケット」です。 

・石けんやハンドソープで１０秒もみ洗い後、流水で１５秒すすぎましょう。 

・断水の場合は消毒用アルコールを使いましょう。 

・避難所では常にマスクを着用してください。 

◇身の周りを清潔にするとともに、十分な換気を行いましょう。 

・居住スペースの掃除は、避難者各自は行い、定期的な換気（３０分に１回 

 以上、数分間、窓を全開）を実施しましょう。 

・ドアノブ、手すり、蛇口等の共用部分はこまめに消毒しましょう。 

◇３密（密閉・密集・密接）を避けましょう。 

・人と人の間隔はできるだけ２ｍ、最低１ｍ空けることを意識しましょう。 

◇毎日の体温と体調を確認してください。 
・発熱や体調が良くないとき、特に、下記の症状がある人は総合受付や 

避難所本部に申し出てください。 

 

気温が高い場合は熱中症対策のため、こまめに水分補給しましょう！ 
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４ 避難所の閉鎖 

特に専用スペースの避難者は、次項に留意し、医療支援体制の整った医療機関などの受

入れ施設に移動してもらい、避難所を段階的に統合・閉鎖することで、施設の本来業務を

再開させる準備を行います。なお、避難所を閉鎖する際は、避難所スペースとして使用し

た部屋や共用部分は十分な換気を行った上で消毒を実施します。 

〇避難所運営委員会は、医療機関への搬送方法などを町災害対策本部と協議します。 

〇町災害対策本部は、専用スペースにいる避難者を円滑に引き継ぎすることができるよう

避難所運営委員会の協力を得て引継ぎに必要な情報や書類を集約します。 

 


